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企
業
機
関
に
於
け
る
常
置
機
関
性
と
非
常
置
機
関
性
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き
j
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問
題
の
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在
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と
本
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の
目
的

任
期
問
題
　
瞭
　
常
置
機
関
の
任
期
と
非
常
置
機
関
の
任
期
問
題
、
㈲
　
任
期
の
長
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を
め
ぐ
る
問
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解
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期
限
問
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開
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の
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齢
、
は
　
し
　
が
　
き

　
企
業
の
機
関
の
性
格
ば
、
種
々
の
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
、
区
別
さ
れ
る
が
、
そ
⑳
常
置
性
の
も
の
が
、
非
常
素
性
か
の
区
別
か
ら
、
こ

の
企
業
機
関
の
構
成
ど
、
そ
の
性
格
の
吟
昧
を
す
る
こ
と
も
、
極
め
て
多
く
の
興
味
あ
る
問
題
を
蔵
す
る
。
又
こ
の
常
置
、
非
常
置
の
問

題
は
、
往
々
に
し
て
、
そ
の
機
関
の
必
野
性
ど
任
意
性
の
問
題
と
混
線
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
白
に
別
異
の
も
の

で
あ
り
惰
必
置
機
関
で
非
常
置
の
も
の
も
あ
る
し
（
例
え
ば
株
主
総
会
、
取
締
役
会
）
、
、
任
意
機
関
で
あ
る
が
、
常
置
性
の
も
の
も
濁
る
　
5
9

（
例
え
ば
有
限
会
社
の
監
査
役
）
。
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そ
も
そ
も
、
企
業
に
於
て
鳳
、
常
時
活
動
す
る
た
め
の
常
置
機
関
の
あ
る
こ
と
は
不
可
飲
で
あ
る
と
言
い
得
る
。
い
な
、
企
業
に
限
ら
　
（
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す
、
い
や
し
く
も
生
活
体
と
心
て
の
団
体
で
お
る
限
り
不
可
止
で
あ
る
。
殊
に
法
人
企
業
は
、
そ
の
機
関
を
通
じ
て
の
み
、
社
会
人
と
し
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O

説
て
活
動
馨
る
組
織
体
な
の
で
あ
る
か
巨
霊
の
業
暴
行
機
男
至
理
事
機
謹
、
・
少
く
と
も
讐
欝
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
．
故
6
－

　
　
に
ど
ん
な
企
業
体
で
も
、
こ
の
理
事
機
関
は
常
置
機
関
と
ざ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
而
し
て
監
査
機
関
も
、
多
く
の
諸
国
で
、
多
く
の
　
の

・
論　　

驪
ﾆ
種
類
に
つ
い
て
、
常
置
と
さ
れ
・
多
少
の
例
外
が
あ
る
だ
け
で
匁
％
之
に
対
し
て
・
意
思
機
関
は
通
例
は
非
護
欝
で
あ
る
・
㈹

　
　
こ
．
の
意
味
で
社
員
総
会
、
株
主
総
会
は
、
招
集
権
限
者
に
よ
っ
て
、
招
集
さ
れ
た
一
定
の
場
所
に
、
一
定
の
時
期
に
於
て
の
み
成
立
す
る
　
2
2

　
、
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
瓦
に
い
わ
ゆ
る
非
常
署
機
関
な
の
で
あ
る
。
又
改
正
法
の
「
取
締
役
会
」
も
こ
の
非
常
署
機
関
で
あ
り
、
そ
れ
は
後

　
　
述
す
る
よ
う
聖
業
務
執
行
欝
撞
鐘
事
機
関
と
い
う
べ
き
で
は
な
く
・
護
通
説
の
お
ゆ
る
意
思
機
関
の
一
で
あ
っ
て
・
株
主
総

　
　
会
と
厨
一
系
列
に
あ
る
も
の
と
見
る
べ
く
、
唯
そ
の
決
議
事
項
が
、
株
式
会
社
の
業
務
運
営
上
の
事
項
に
関
し
、
企
業
の
組
織
変
更
、
処
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分
な
ど
の
問
題
に
及
ば
ぬ
も
の
と
す
る
分
担
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
唯
こ
の
点
で
極
め
て
重
大
な
例
外
を
作
っ
た
の
が
、
有
限
会
社
の
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

　
　
員
総
会
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
た
「
書
面
表
決
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
例
外
を
認
め
る
に
し
て
も
、
そ
れ
で
、
有
限
会
社
の
社
員
総

　
　
会
は
、
こ
の
非
常
置
機
関
と
し
て
の
性
質
を
変
え
る
も
の
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
同
じ
い
。
唯
一
定
場
所
へ
の
集
合
を
略
す
る
こ
と
を

　
　
認
め
た
に
過
ぎ
な
い
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
し
て
、
非
常
置
機
関
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
製
に
そ
の
招
集
手
続
の
適
法
性
の
闘
題
が
重
要
と
な
り
、
更
に
そ
の
合
議
機
関
と
し
て

　
　
の
、
活
動
開
始
分
条
件
と
し
て
定
足
数
が
問
題
と
な
り
、
又
決
議
方
法
、
決
議
条
件
の
闇
題
な
ど
を
生
ず
る
0
で
凝
為
。
即
ち
先
づ
栩
集

　
　
権
者
の
適
格
性
の
問
梅
何
人
に
対
し
招
集
を
行
う
聡
そ
の
招
集
方
響
ど
の
問
題
・
又
そ
の
会
合
の
場
所
と
日
時
畠
漿
ど
が
・

　
　
い
わ
ゆ
る
互
先
続
上
の
問
題
と
し
て
・
多
く
論
議
の
対
象
と
匁
㌍
。
ズ
そ
の
定
足
数
の
問
讐
つ
い
て
も
区
々
で
あ
る
洗
と
を
れ
に
社
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ニ
　

　
　
員
の
頭
数
に
よ
る
場
合
と
、
株
式
数
又
は
持
分
数
に
よ
る
場
合
と
が
あ
り
、
更
に
代
理
出
席
を
認
め
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
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（
一
四
）

　
　
あ
る
な
ど
複
雑
で
あ
る
。
更
に
決
議
方
法
に
付
い
て
も
、
普
通
決
議
、
特
別
決
議
、
多
数
決
》
全
員
一
致
な
ど
各
種
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
而
し
て
上
記
の
如
き
多
く
の
問
題
が
、
こ
の
常
置
と
非
常
置
の
機
関
0
相
異
か
ら
、
又
そ
れ
に
関
連
し
て
・
吟
味
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る



鱒

　
　
が
、
本
稿
で
は
、
従
来
一
般
に
は
殆
ん
ど
吟
味
さ
れ
な
い
任
期
問
題
と
、
開
会
頻
度
の
問
題
の
み
に
つ
い
て
吟
味
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
（
　
）
e
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社
の
代
表
社
員
に
し
て
略
（
商
法
ヒ
八
条
、
一
四
七
条
参
照
）
、
株
式
会
社
及
び
有
限
会
社
の
取
締
役
に
し
て
も
（
商
法

　
　
　
　
　
　
ご
六
一
条
二
項
三
項
）
・
叉
特
殊
企
業
形
態
と
ひ
て
の
営
団
・
金
庫
・
公
社
な
ど
の
理
事
会
盟
に
し
て
も
同
様
で
あ
な
（
帝
都
高
速
度
交
通
営
団

　
　
　
　
　
　
、
法
一
五
条
、
日
本
銀
行
法
一
五
条
）
。
唯
そ
う
し
た
常
置
機
関
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
そ
㊨
業
務
行
為
を
代
表
・
執
行
す
る
か
否
か
は
、
必
ず
し

　
　
　
　
　
　
も
問
わ
す
、
そ
の
自
己
の
権
限
を
特
定
の
理
事
に
委
任
す
る
こ
．
と
は
、
そ
の
危
険
負
担
に
居
て
許
さ
わ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
Σ
に
社
長
、
常
務
、

　
　
　
　
　
　
專
務
な
ど
と
、
李
取
締
役
y
李
理
事
な
ど
の
別
…
を
生
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
揚
合
の
奉
取
締
役
、
奉
理
事
も
、
そ
の
常
置
機
関
性
を
喪

　
　
　
　
　
　
う
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
㍉
こ
Σ
に
常
置
機
関
性
は
う
必
ず
し
も
、
い
わ
ゆ
を
「
常
勤
性
」
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
特
記
し

．
　
　
　
　
　
た
い
。

　
　
　
（
二
）
　
て
の
監
査
機
関
の
一
で
あ
る
監
査
役
に
つ
い
て
、
丁
度
、
取
締
役
の
揚
合
と
同
じ
く
、
常
勤
と
、
非
常
勤
の
も
の
と
が
あ
る
が
、
そ
の
非
常
勤
の

　
　
　
　
　
　
監
査
役
も
叉
、
こ
」
に
常
置
機
関
と
七
て
の
性
質
を
は
つ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
．
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＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
＼

　
、
　
　
　
　
　
こ
の
監
査
役
の
制
度
は
ア
メ
リ
カ
で
は
な
く
、
叉
わ
が
国
で
も
有
限
会
社
で
は
任
意
機
関
と
し
て
い
る
。
，
し
か
し
設
置
し
た
限
り
は
、
常
置
機

　
　
　
　
　
　
関
性
を
持
つ
こ
と
は
、
監
査
役
の
性
質
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
三
）
　
即
ち
筆
者
は
、
こ
の
株
主
総
会
N
取
締
役
会
も
、
共
に
作
用
か
ら
す
れ
ば
、
執
行
作
用
の
中
で
あ
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
る
活
動
と
見
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
で
あ
る
了
す
る
も
の
で
あ
る
（
荷
お
拙
稿
「
企
業
の
監
督
機
構
論
」
法
政
研
究
f
八
巻
四
号
三
頁
以
下
参
照
）
。

　
　
　
（
一
）
　
こ
の
取
締
役
会
の
性
質
は
、
通
説
の
い
わ
ゆ
る
執
行
機
関
で
は
な
く
、
意
思
機
関
の
】
で
あ
る
と
す
る
説
は
（
例
え
ば
鈴
木
（
．
石
井
両
教
授
「
改

　
　
　
　
　
　
正
株
式
会
社
法
解
説
」
一
五
四
頁
）
、
そ
の
限
り
で
正
し
い
と
考
え
る
。

　
　
　
（
五
）
　
有
張
会
社
法
四
二
条
。
し
か
七
同
じ
く
少
人
数
の
合
議
体
と
し
て
の
」
取
締
役
会
に
つ
い
て
、
乙
の
書
面
表
決
が
認
め
ら
わ
る
か
と
い
う
に
、
之

説　
　
　
　
　
　
を
浦
極
に
解
す
べ
き
も
の
と
信
ず
る
。
そ
の
理
由
は
、
有
限
会
社
法
で
認
め
る
そ
の
招
集
手
続
の
省
略
は
（
有
限
三
八
条
〉
、
株
式
会
社
の
取
締

論　
　
　
　
　
　
役
会
で
も
（
商
法
二
五
九
条
の
三
）
認
め
る
が
、
有
限
会
社
で
は
、
・
そ
れ
と
は
別
に
上
記
の
遅
く
、
こ
の
書
面
決
議
を
許
容
す
る
明
丈
が
あ
る
の
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論．説

　
　
　
に
（
有
限
四
二
条
）
、
新
会
社
測
で
は
こ
わ
を
明
翻
し
な
か
っ
た
点
と
、
取
締
役
会
を
合
議
体
と
し
て
構
成
し
た
趣
旨
か
ら
し
て
、
特
に
明
丈
が

　
　
　
な
い
限
り
、
集
会
し
て
決
議
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
街
お
こ
の
点
は
通
説
で
も
あ
る
（
例
え
ば
鈴
木
ゆ

　
　
　
石
井
雨
教
授
．
「
改
正
株
式
会
社
法
解
説
」
一
層
五
三
頁
、
松
田
二
郎
博
士
「
会
社
法
概
論
」
－
一
九
七
頁
、
大
隅
・
、
犬
森
爾
教
授
「
遙
条
株
式
会
社
法

　
　
　
解
説
し
二
五
一
頁
）
。

（
六
）
　
改
正
前
の
商
法
で
は
、
’
各
取
締
役
が
適
法
に
招
集
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
（
改
正
前
商
法
二
一
一
二
条
）
、
多
ぐ
は
定
款
で
そ
の
取
締
役
中

　
　
　
の
特
定
者
（
多
く
は
社
長
）
に
委
任
し
、
且
つ
取
締
役
会
の
快
築
三
経
て
行
う
も
の
と
し
て
い
た
。
而
し
て
改
正
法
で
は
、
そ
の
第
二
三
一
条
で

　
　
　
「
総
会
の
招
集
は
本
法
に
別
段
の
定
あ
る
揚
合
を
除
く
の
外
取
締
役
会
之
を
決
す
」
．
と
し
て
、
取
締
役
会
の
決
定
に
よ
る
も
の
と
し
た
。
而
し
て

　
　
　
「
別
段
の
定
め
」
と
は
、
例
え
ば
商
法
ご
三
七
条
の
葺
合
な
ど
を
指
す
。

　
　
　
　
唯
こ
の
招
集
適
絡
を
轟
い
た
者
の
招
集
し
た
株
主
総
会
は
、
判
例
で
な
、
適
法
の
総
会
の
成
立
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
う
そ
こ
で
行
わ
れ

　
　
　
た
決
議
は
、
法
律
上
決
議
の
不
存
在
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
無
効
確
認
の
場
合
の
一
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
（
例
え
ば
、
昭
和
七
、
二
、

　
　
　
晶
二
、
大
判
、
民
集
一
一
巻
三
号
二
〇
七
頁
）
。
　
こ
わ
は
取
締
役
の
職
務
停
止
の
仮
処
分
を
受
け
て
い
る
揚
合
に
も
同
謙
と
解
す
べ
く
（
東
京
控

　
　
　
訴
院
判
決
、
判
例
奨
報
二
巻
五
八
頁
）
、
唯
、
代
表
取
締
役
が
招
集
し
た
限
り
へ
取
締
役
会
の
決
議
な
く
し
て
招
集
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
無
効

　
　
　
の
決
議
と
見
す
、
商
法
二
四
七
条
の
い
わ
ゆ
る
招
集
手
続
の
違
反
と
し
て
、
取
消
の
訴
の
対
象
志
な
る
だ
け
と
解
し
た
い
（
同
見
、
西
本
寛
一
氏

　
　
　
「
株
主
総
会
論
」
ご
三
頁
以
下
）
。

（
七
）
　
こ
れ
は
全
社
員
、
全
株
主
に
対
し
て
行
う
べ
き
こ
と
は
、
社
団
の
原
則
で
あ
る
が
、
例
外
が
あ
み
し
、
又
手
続
技
術
上
の
制
肘
も
あ
る
。
即
ち
無

　
　
　
議
決
権
株
の
揚
合
は
葡
者
の
例
で
あ
り
（
商
法
二
三
二
条
四
項
参
照
）
、
　
一
定
ρ
日
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
で
あ
っ
て
、
そ
の
総
会
開
会

　
　
　
時
、
又
は
招
集
状
発
送
の
と
き
の
株
主
と
は
限
ら
ぬ
の
が
、
後
者
に
あ
悔
る
（
商
法
ご
ご
幽
条
の
二
参
照
）
。

（
八
）
，
書
面
を
以
て
、
議
事
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
（
商
法
二
三
二
条
二
項
）
、
有
限
会
社
の
社
員
総
会
で
は
こ
れ

　
　
　
を
強
制
，
し
て
い
な
い
（
有
限
三
六
条
参
照
）
。
　
又
、
合
名
・
合
資
会
社
の
社
員
総
会
の
招
集
方
法
に
つ
い
て
は
、
法
は
一
定
形
式
を
特
に
強
制
し
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唇

論説

　
　
　
て
い
な
い
（
商
法
七
ご
条
以
下
参
照
）
。
　
叉
株
式
会
社
の
取
締
役
会
の
摺
集
方
法
も
、
そ
の
招
集
に
必
ず
書
面
に
よ
る
こ
と
、
更
に
議
事
を
通
告

　
　
　
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
（
商
二
五
九
条
の
二
参
照
）
。

　
　
　
　
株
主
聡
会
と
他
の
社
員
総
会
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
区
別
の
な
さ
れ
る
理
由
は
、
多
数
社
団
と
少
数
社
団
の
区
別
、
從
っ
て
そ
の
参
加
可
能

　
　
　
性
の
難
易
な
ど
盛
る
も
の
で
あ
り
、
取
締
馨
の
ぞ
わ
は
そ
の
業
務
執
行
意
思
の
決
定
機
関
で
あ
る
性
格
上
や
む
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
九
）
　
招
集
の
場
所
に
つ
い
て
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
特
に
定
款
に
別
段
の
定
め
を
帯
し
て
い
る
揚
合
の
外
は
、
本
店
所
在
地
又
は
之
に
隣
接
す
る

　
　
　
揚
所
と
明
呈
し
て
い
る
が
，
（
商
法
二
三
三
条
）
、
．
こ
　
、
5
し
だ
明
丈
の
な
い
、
そ
の
他
の
会
社
で
も
、
著
し
く
、
，
そ
の
出
席
を
困
難
と
す
る
よ
う
な

　
　
　
場
所
に
認
回
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
不
適
法
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
尚
お
、
、
日
時
で
あ
る
が
、
こ
わ
は
社
員
数
が
多
く
、
且
つ
広
汎
に
分
散
す
る
可
能
性
の
多
い
株
式
会
社
で
に
ご
週
間
前
と
し
て
居
り
（
商
法
二

　
、
　
三
二
条
一
項
）
v
　
こ
わ
を
短
縮
す
る
よ
う
な
こ
と
を
許
さ
ぬ
が
、
そ
の
構
成
員
の
少
な
い
有
限
会
社
の
社
員
総
会
及
び
株
式
会
社
の
取
締
役
会
で

　
　
　
は
、
、
商
法
は
一
週
間
葡
に
通
知
を
発
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
定
款
を
以
て
す
る
な
ら
ば
こ
の
期
間
を
更
に
短
縮
す
る
こ
と
も
認

　
　
　
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
（
有
限
会
社
三
六
条
、
改
正
商
法
五
九
条
の
ご
）
。
　
　
　
　
　
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

（
一
〇
）
　
即
ち
こ
う
し
た
招
集
手
続
に
違
法
の
あ
っ
た
掛
合
の
株
主
総
会
の
決
議
の
措
置
は
》
決
議
取
消
の
訴
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
て
（
商
二
四
七

　
　
　
条
）
、
決
議
の
内
容
上
の
違
法
の
揚
合
の
無
効
の
訴
と
（
商
二
五
二
条
）
別
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
意
味
で
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
街
こ
の
決
議
の
青
豆
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
、
国
⊆
σ
o
ぎ
》
篤
o
o
馨
ぴ
三
智
。
暮
遣
・
2
言
び
賦
σ
q
犀
。
温
く
。
昌
O
o
5
0
㎏
9
ξ
o
械
ω
9
目
ヨ
ξ
昌
σ
q
ω
ぴ
①
ω
？

　
　
　
半
拍
ω
ω
①
P
お
b
っ
合
　
石
井
照
久
教
授
「
株
主
総
会
決
議
の
講
堂
」
法
協
五
岬
巻
】
号
二
号
三
号
、
西
本
寛
ゼ
博
士
「
株
主
総
会
決
議
無
効
論
」

（
一
一
）
　
即
ち
、
普
通
決
議
の
揚
合
き
持
別
決
議
の
揚
合
が
あ
り
、
前
者
は
普
通
そ
の
議
決
権
の
過
半
数
で
成
立
す
る
が
、
後
者
は
揚
合
に
よ
つ
て
区
々

　
　
　
で
あ
．
り
、
三
分
の
二
以
上
、
四
分
の
三
以
上
⑳
多
数
決
な
ど
が
あ
●
惹
。
又
こ
の
特
別
多
数
決
の
極
度
の
も
の
と
し
て
、
全
員
一
致
の
決
議
も
考
え

　
　
　
ら
れ
る
。

（
一
二
）
　
一
般
に
人
的
会
社
で
は
頭
数
主
義
で
あ
り
（
商
法
六
八
条
、
民
法
六
七
〇
条
、
樹
お
申
小
企
業
協
同
組
合
法
一
一
条
参
照
）
、
物
的
会
社
で
は
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論説

　
　
　
株
式
又
は
持
分
比
例
主
義
と
な
る
（
商
法
二
四
一
条
、
有
限
会
社
法
三
九
条
、
省
お
、
元
の
商
業
組
合
耳
垂
ご
条
（
原
則
は
一
人
一
個
、
例
外
と

　
　
　
し
て
一
人
に
つ
き
議
決
耀
総
数
の
＋
分
の
三
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
出
資
口
数
に
億
じ
複
数
議
決
権
を
享
え
得
る
と
し
て
い
た
）
。
同
じ
ヌ
廃
醸

　
　
　
前
り
工
業
組
合
法
一
二
条
な
ど
参
照
）
。

（一

O
）
　
株
主
総
会
で
の
、
代
理
出
席
の
許
容
は
、
強
行
法
の
一
と
解
す
る
。
唯
そ
の
代
母
人
資
格
を
そ
の
会
社
の
株
主
に
限
る
℃
と
は
差
σ
か
い
な
い

　
　
　
と
解
さ
れ
る
が
（
同
見
、
松
田
二
躯
博
士
「
会
社
法
概
論
」
一
二
七
頁
、
反
対
田
中
誠
二
博
士
「
新
会
社
法
論
」
、
二
三
九
頁
）
、
，
そ
れ
以
上
に
特

　
　
　
定
の
竜
の
に
限
定
す
を
こ
と
（
僧
え
ば
、
そ
の
会
社
の
取
締
役
A
，
叉
は
一
定
地
域
の
株
主
に
限
る
如
き
）
は
、
い
け
な
い
と
解
す
る
。
之
に
対
し

　
　
　
て
、
人
的
会
社
、
又
は
特
別
企
…
業
で
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
も
差
止
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
齎
法
六
八
条
参
照
）
。

　
　
　
　
又
取
締
役
会
は
、
代
理
出
席
を
認
め
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
同
見
、
鈴
木
●
石
井
爾
教
授
「
改
正
株
式
会
社
法
解
説
」
一
五
三
頁
、

　
　
　
松
田
二
郎
博
士
「
会
社
法
概
論
」
　
一
九
七
頁
）
。
蓋
し
そ
れ
は
個
々
の
取
締
役
の
バ
レ
ソ
ナ
リ
テ
イ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
議
会
の
議
員
な
ど
と

　
　
　
同
様
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
一
四
）
　
妙
機
註
へ
・
一
一
）
参
照
。
街
お
、
同
じ
く
普
通
決
議
に
も
・
可
否
同
数
の
場
合
の
処
理
に
つ
い
て
、
議
長
の
二
票
行
使
を
認
め
る
も
の
と
（
一

　
　
　
般
の
会
議
体
、
株
式
会
社
の
取
締
役
会
）
、
之
を
認
め
得
な
い
も
の
と
が
あ
り
（
株
主
総
会
）
、
又
牲
定
の
社
員
又
は
特
定
の
株
主
な
ど
の
全
員
同

　
　
　
意
又
は
決
議
を
要
す
る
も
の
も
あ
り
（
例
え
ば
商
法
…
五
四
条
、
三
四
五
条
）
、
更
に
特
別
利
害
関
係
者
の
議
決
権
制
限
（
同
時
に
代
理
人
に
よ

　
　
　
る
行
使
も
、
代
理
人
と
し
て
の
行
使
も
）
の
問
題
な
ど
（
商
二
三
九
条
五
項
、
有
限
会
社
法
四
一
条
）
、
極
め
て
多
く
の
複
雑
な
問
題
が
あ
る
。

二
　
任

期

問
　
　
題

　
任
期
の
問
題
は
、
前
述
の
常
置
機
関
に
つ
い
て
だ
け
一
般
に
考
え
ら
れ
る
が
、
理
論
上
は
非
常
置
機
関
に
つ
い
て
も
考
え
得
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝

は
な
い
。
例
え
ば
相
互
保
険
企
業
に
於
け
る
代
議
員
会
の
構
成
員
で
あ
る
代
議
員
に
は
任
期
が
あ
る
し
、
改
正
法
の
取
締
役
会
も
、
合
議

体
と
し
て
非
常
置
機
関
で
は
あ
る
が
・
そ
の
構
成
員
で
あ
る
取
締
役
は
任
期
が
あ
る
た
野
禽
に
於
て
機
関
自
体
に
も
任
期
が
あ
る
と
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同
様
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
－

　
　
し
か
し
一
般
に
は
占
常
畳
機
関
で
は
任
期
が
あ
層
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
そ
の
選
任
又
は
委
嘱
の
際
に
、
特
別
の
約
束
が
な
け
れ
ば
、

　
当
然
存
在
す
る
点
心
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
常
置
機
関
で
も
、
特
に
任
期
の
な
い
も
、
の
が
あ
る
。
即
ち
合
名
・
合
資
会
社
の
代
表
社
員
の
よ
圃

　
う
な
も
の
’
は
、
い
わ
ゆ
る
自
己
機
関
の
会
社
で
あ
る
か
ら
、
任
期
と
い
う
鳩
の
は
商
え
得
な
い
し
、
叉
検
査
役
の
よ
う
な
も
の
も
、
茅
、
の

　
設
立
の
場
合
、
又
は
特
定
の
検
査
を
実
施
す
る
間
だ
け
の
も
の
で
、
無
任
期
と
も
言
え
る
七
、
」
そ
の
事
務
の
終
了
で
な
《
な
る
不
定
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぽ
じ

　
任
期
と
も
言
い
得
る
か
と
考
え
る
。
又
そ
の
任
期
も
、
「
法
定
で
之
を
動
か
し
得
な
い
も
の
と
す
る
鳩
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
り

幾
・
。
し
か
と
磐
は
そ
の
柳
葉
を
裟
す
る
も
の
が
多
い
。
唯
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
多
く
の
場
合
、
再
任
を
妨
げ
な
聡
又
企
業

　
　
の
業
…
務
執
行
の
町
断
、
室
家
が
許
さ
れ
な
い
た
め
に
、
そ
の
任
期
が
過
ぎ
て
も
、
次
の
担
当
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
、
当
然
そ
の
職
務
を
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
担
当
す
る
も
の
と
し
瑞
又
そ
の
任
期
が
当
然
継
続
す
る
も
の
と
す
る
場
合
が
多
い
。

　
　
而
し
て
こ
の
常
置
機
闘
の
任
期
は
、
長
期
を
適
当
と
す
る
か
、
短
期
を
適
当
と
す
る
か
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
機
関
の
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

　
，
類
、
又
は
企
業
形
態
の
種
別
に
よ
っ
て
、
一
概
に
は
結
論
で
き
な
い
と
ア
」
ろ
で
あ
る
。
即
ち
比
較
的
に
長
期
で
あ
る
こ
と
が
よ
い
と
す
る

　
　
の
は
、
そ
の
機
関
構
成
者
に
落
着
い
て
そ
の
企
業
の
健
全
な
経
営
を
さ
す
に
必
要
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
立
場
に
立
っ
て
比
較
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

　
長
い
任
期
を
定
め
る
立
法
例
に
、
独
の
株
式
会
祉
の
取
締
役
の
任
期
五
年
と
す
る
も
の
な
ど
が
あ
っ
た
。
之
に
附
し
て
そ
の
企
業
運
営
の

　
　
手
腕
力
量
な
ど
を
可
及
的
に
頻
繁
に
審
査
し
て
、
常
に
よ
り
適
任
者
を
得
る
と
共
に
、
そ
⑳
職
務
執
行
を
督
励
す
る
に
適
す
る
と
し
て
、
「

　
　
比
較
的
短
期
の
任
期
を
定
め
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
著
し
い
例
は
ア
メ
リ
カ
の
各
州
の
会
社
法
の
多
く
の
例
の
よ
う
に
晩
ケ
年
の
任
期
と
　
6
5

　
　
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
い
得
％
之
に
対
し
義
国
の
従
来
の
商
法
の
取
締
役
三
年
、
監
査
役
二
年
の
任
期
は
、
そ
の
中
間
を
行
く
も
の
㈲

説
・
で
あ
っ
た
醗
改
正
法
が
取
締
役
ご
璽
馨
役
輩
と
し
た
の
は
・
詣
の
ア
メ
劣
法
へ
の
接
近
と
言
う
べ
鑑
あ
奮
）
そ
し
て
多
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
2
2

論　
　
く
の
特
殊
会
社
、
特
殊
企
業
で
は
、
こ
の
任
期
を
伸
長
し
て
い
る
も
の
が
常
例
で
あ
る
こ
と
も
、
特
記
に
値
い
す
る
事
実
で
あ
る
。



㌧

9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ゴ
　

　
　
　
尚
お
上
記
の
執
行
機
関
と
し
て
の
取
締
役
と
、
監
査
機
関
と
し
て
の
監
査
役
の
任
期
を
同
一
に
す
る
も
の
と
、
之
を
異
に
す
る
も
の
と

謙
　
　
二
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

　
　
が
あ
り
、
後
．
者
に
は
更
に
そ
の
任
期
を
、
取
締
役
の
そ
れ
よ
り
も
、
短
か
く
す
る
も
の
と
、
反
対
に
長
く
す
る
も
の
と
が
あ
る
が
∵
多
く

論　
　
は
短
か
く
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
共
に
常
任
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
被
監
督
機
関
で
あ
る
取
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ヒ
　

　
　
役
と
の
慣
れ
合
い
と
な
る
こ
と
を
戒
め
る
た
め
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
し
か
べ
決
定
的
な
意
味

　
　
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
反
対
に
こ
め
任
期
を
取
締
役
よ
り
長
《
す
る
こ
と
こ
そ
、
被
監
督
者
で
あ
る
取
締
役
よ
り
も
、
そ
の
地
位
を
優

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　

　
位
と
し
て
馬
そ
の
機
龍
を
果
さ
せ
得
る
所
以
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
監
査
の
性
質
上
、
そ
れ
は
フ
レ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

　
　
デ
即
ち
未
知
人
で
あ
る
こ
と
こ
そ
適
当
で
あ
り
、
・
寧
ろ
こ
れ
を
要
件
と
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
。
従
っ
て
取
締
役
と
監
査
役
の
焦
重

　
　
は
、
任
期
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
左
程
、
質
的
に
変
わ
る
も
の
と
は
考
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
次
に
上
記
の
よ
う
な
任
期
の
あ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
任
期
の
途
中
で
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
を
自
由
に
許
す
か
。
　
又
は
許
さ
な
い

　
　
か
。
或
い
は
特
に
愼
重
な
手
続
と
条
件
の
も
と
に
の
み
之
を
許
す
か
の
問
題
が
あ
る
。
取
締
役
、
監
査
役
は
共
に
、
株
主
総
会
で
格
別
の

　
信
認
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
選
任
後
に
こ
の
信
認
を
裏
切
る
よ
う
な
所
為
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と

　
　
を
自
由
に
許
す
こ
と
の
方
が
、
特
別
信
頼
関
係
に
あ
る
継
続
契
約
一
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
、
こ
の
意
昧
で
は
自
由
に
解
任
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
リ
　

　
も
の
と
す
る
こ
と
が
、
’
最
も
理
論
的
で
あ
る
。
特
に
解
任
を
許
さ
ぬ
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
種
の
高
度
の
信
頼
関
係
を
前
提
す
る
契
約
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
じ

　
係
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
、
取
締
役
と
な
り
、
監
査
役
と
な
っ
て
会
社
業
務
を
担
当
ず
る
者
の
側
か

　
ら
言
え
ば
、
個
々
の
行
為
又
は
処
置
な
ど
の
毎
に
直
ぐ
批
判
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
解
任
さ
れ
る
の
で
は
㌔
落
着
い
て
業
務
執
行
が
で

　
き
な
い
し
、
　
一
の
行
為
は
適
当
で
な
く
、
会
社
に
損
害
を
か
け
た
に
し
て
も
、
次
の
行
為
で
取
返
す
こ
と
も
考
え
ら
．
れ
る
の
で
あ
る
か

　
馳
ら
、
大
胆
に
し
て
確
信
を
以
つ
売
計
画
遂
行
が
で
き
な
い
こ
と
と
も
な
り
、
結
果
と
し
て
会
社
の
利
益
に
な
ら
ぬ
。
こ
の
立
場
か
ら
任
期

　
・
の
途
中
の
解
任
は
、
特
別
の
条
件
が
あ
る
と
き
、
又
特
別
の
乎
続
で
の
み
行
い
得
る
も
の
と
す
る
立
法
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
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之
に
対
し
て
、
任
期
の
な
い
合
名
会
社
、
合
資
会
社
の
業
務
担
当
社
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
任
に
耐
え
な
い
と
き
、
叉
不
信
の
場
合
の

解
任
に
代
わ
る
方
法
と
し
て
、
除
名
の
制
度
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
商
法
八
六
条
一
項
三
号
は
「
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
」
一
一
愚
り
不
正

ノ
行
為
ヲ
為
シ
又
ハ
権
利
ナ
ク
シ
テ
業
務
ノ
執
行
二
関
与
シ
タ
ル
コ
ー
」
、
四
号
が
「
会
席
ヲ
代
表
ス
ル
現
当
リ
不
正
ノ
行
為
ヲ
為
シ
」

た
と
き
は
由
除
名
を
行
い
得
る
と
し
、
．
又
・
は
そ
の
社
員
の
業
務
執
行
権
又
は
代
表
権
の
喪
失
の
宣
言
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
三
）

て
い
る
（
商
八
六
条
二
項
）
。

　
尚
お
非
常
置
の
株
主
総
会
で
σ
株
主
の
参
加
権
に
つ
い
て
、
更
に
会
社
…
機
関
士
権
限
を
行
使
す
る
株
主
に
つ
い
て
、
一
種
の
期
間
的
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

限
を
附
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
附
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
又
株
主
総
会
に
対
す
る
代
理
参
加
権
の
委
任
を
、
長
期
に
わ
た
っ
て
許
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鼻

か
、
之
を
許
さ
な
い
か
の
問
題
も
、
こ
の
意
味
で
注
目
す
べ
き
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
言
い
得
る
コ

　
（
一
）
例
え
ば
第
一
生
命
相
互
会
社
の
例
に
よ
れ
ば
、
そ
の
最
高
機
関
と
し
て
の
社
員
総
代
会
は
、
各
附
県
で
そ
の
府
県
を
佳
所
と
す
る
社
員
の
互
選
す

　
　
　
　
る
総
代
を
以
て
組
織
し
（
同
会
社
定
款
一
〇
条
一
一
条
）
、
そ
の
任
期
を
五
年
越
し
（
同
一
六
条
）
、
．
全
国
を
五
区
に
分
け
て
、
毎
年
一
区
宛
改
選

　
　
　
　
し
て
行
く
方
法
を
と
っ
て
い
る
（
同
上
ご
こ
条
）
コ

　
　
（
二
）
　
そ
の
取
締
役
の
任
期
は
、
後
記
の
よ
う
に
、
立
法
例
に
よ
っ
て
区
々
で
は
あ
る
が
、
そ
の
任
期
の
絡
了
を
必
ず
し
も
同
時
と
す
る
必
要
は
な
く
、

　
　
’
　
‘
例
え
ば
半
数
宛
そ
れ
を
づ
ら
す
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
．
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
（
三
）
　
即
ち
わ
が
商
法
上
の
検
査
役
に
は
、
法
定
の
も
の
と
、
任
意
の
も
の
と
の
双
方
が
あ
り
、
例
え
ば
商
法
第
一
六
八
条
の
事
項
即
ち
、
会
社
に
と
つ

　
　
　
　
て
危
険
な
約
束
の
存
す
る
設
立
の
揚
合
及
び
発
起
設
立
の
と
き
は
、
必
ず
こ
の
検
査
役
の
選
任
を
裁
判
所
に
申
請
し
て
、
裁
判
所
に
よ
つ
て
選
任

　
　
　
　
さ
れ
た
検
査
役
㊨
検
査
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
（
商
法
一
七
三
条
一
項
、
一
八
一
条
）
、
◎
こ
の
種
の
検
査
役
は
、
そ
の
検
査
事
務
の
完
了
、
具
体

　
　
　
　
的
に
は
そ
の
検
査
結
果
を
そ
の
選
任
者
に
報
告
し
た
と
き
に
、
そ
の
任
務
を
終
天
終
任
す
る
こ
と
と
な
る
。
之
に
対
し
て
、
商
法
第
一
．
一
三
七
条
三

　
　
　
　
項
及
び
第
二
三
八
条
な
ど
に
よ
つ
て
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
検
査
役
は
、
任
意
回
心
で
あ
る
が
、
そ
の
任
務
の
終
了
と
共
に
絡
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任
す
る
と
言
う
短
い
任
期
で
、
而
も
多
ぐ
は
不
定
期
限
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
同
様
で
あ
る
◎

　
　
　
　
伺
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
注
隠
す
べ
き
も
の
が
、
有
限
会
社
の
取
締
役
の
任
期
に
つ
い
て
明
侵
せ
宇
、
又
援
用
法
条
の
中
に
も
、
商
法
の
任
期

　
　
　
の
規
定
を
加
え
て
い
な
い
の
は
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

（
四
）
隔
わ
が
商
法
の
取
締
役
、
監
査
役
の
法
定
任
期
は
、
強
行
法
規
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
、
単
に
そ
の
任
期
の
最
長
限
の
み
に
つ
い
て
の
強
行
法
で
あ

　
　
　
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
条
表
現
に
も
「
×
×
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ヒ
ヲ
得
ズ
」
と
明
示
す
る
よ
う
に
、
最
長
限
の
み
の
強
制
と
見
る
べ
き
で
あ

．
　
　
る
。
こ
の
こ
，
と
は
、
二
五
六
条
三
項
の
例
外
規
定
の
表
現
か
ら
も
、
そ
う
見
る
べ
き
こ
と
は
疑
い
な
い
。
現
に
補
欠
就
任
の
取
締
役
は
、
そ
の
荊

　
　
　
任
者
の
残
存
期
間
の
み
と
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
を
示
す
。

　
　
　
　
し
か
し
、
立
法
論
と
し
て
は
、
。
必
ず
し
も
こ
の
最
長
限
の
み
の
制
限
と
せ
す
、
同
時
に
最
短
限
似
制
限
と
も
す
る
理
由
も
、
こ
僻
任
期
制
度
の

　
　
　
一
理
由
と
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

（
五
）
　
例
え
ば
前
記
商
法
二
五
六
条
一
項
、
二
七
三
条
参
照
。
爾
お
監
本
商
法
自
体
に
は
「
重
任
を
妨
げ
す
」
と
明
規
は
し
て
い
な
い
が
、
特
圃
の
資
格

　
　
　
制
限
の
な
い
限
り
理
論
上
も
差
支
な
く
、
実
際
上
は
、
そ
の
必
要
も
多
い
（
特
殊
会
社
、
特
殊
法
人
中
に
は
、
こ
の
旨
を
明
定
す
る
も
の
が
あ

　
　
　
る
。
例
え
ば
電
源
開
発
法
二
一
条
二
項
、
日
本
高
々
公
、
社
法
二
…
条
五
項
な
ど
）
。
　
唯
そ
の
任
期
終
了
と
共
に
、
積
極
的
に
再
任
し
な
い
と
い
〉
り

　
　
　
機
会
を
創
る
こ
と
自
体
に
、
こ
の
任
期
制
度
の
実
際
的
器
用
が
あ
る
と
も
言
い
得
る
。
荷
あ
4
・
定
款
で
は
明
逸
す
る
も
の
が
少
く
な
い
。

（
六
）
　
商
法
二
五
六
条
三
項
は
「
定
款
ヲ
以
テ
任
期
申
ノ
最
終
ノ
決
算
期
二
関
ス
ル
定
時
総
会
ノ
終
結
二
親
ル
迄
其
ノ
任
期
ヲ
伸
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ケ

　
　
　
ズ
」
と
す
る
。

（
七
）
　
即
ち
、
取
締
役
と
監
査
役
で
、
～
多
く
は
そ
の
任
期
を
異
に
し
、
叉
そ
の
企
業
組
織
の
相
異
、
即
ち
株
式
会
社
と
有
限
会
社
、
そ
の
他
の
特
殊
企
業

　
　
　
組
織
で
も
異
な
る
規
定
が
あ
る
所
以
で
あ
る
，
o

（
八
）
　
例
え
ば
独
株
式
・
法
曽
七
五
条
　
項
は
、
そ
の
取
締
役
員
は
、
最
長
五
年
を
任
期
と
し
て
監
査
役
が
こ
れ
を
選
任
し
、
再
選
を
為
す
こ
と
ル
螂
妨
げ
な

　
　
　
い
と
規
定
し
て
い
る
。
叉
瑞
西
債
務
法
で
は
、
取
締
役
の
任
期
を
六
ケ
年
と
し
て
い
る
（
同
法
六
四
九
条
）
。
仏
も
六
ヶ
年
で
あ
る
（
二
二
築
）
。
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（
九
）
　
例
え
ば
、
ニ
ュ
ヨ
ー
ク
州
会
社
法
五
七
条
、
イ
リ
ノ
イ
ズ
州
会
社
法
三
四
条
等
。
又
、
ア
メ
リ
カ
統
一
会
社
法
第
三
一
条
も
、
一
ケ
年
で
改
選
さ
・

　
　
　
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
一
〇
）
、
改
正
前
商
法
二
、
五
六
条
及
び
二
七
三
条
参
照
。

（
一
一
）
新
商
法
二
五
六
条
、
．
二
七
三
条
参
照
。

（
一
二
）
　
例
え
ば
日
銀
条
例
は
総
裁
《
副
総
裁
五
年
、
、
理
事
四
年
、
’
監
事
三
年
と
し
て
い
た
（
■
日
銀
条
例
一
七
凋
一
九
条
）
。
　
同
様
の
任
期
の
も
の
に
南

　
　
　
満
鉄
道
（
同
法
七
－
九
条
）
、
東
北
興
業
（
同
法
六
一
八
条
）
、
東
北
振
興
電
力
（
同
法
五
－
七
条
）
、
帝
国
燃
料
（
同
法
八
一
一
一
）
、
台
湾
銀
行

　
　
　
《
同
法
一
目
ー
一
．
五
条
）
、
な
ど
が
あ
り
A
宿
駅
は
総
裁
副
総
裁
五
年
、
理
事
三
年
、
監
事
二
年
で
（
同
法
七
－
九
条
）
、
同
℃
型
は
、
日
本
興
銀

　
　
　
（
三
一
七
条
）
が
こ
れ
で
あ
り
、
台
湾
電
力
（
七
－
九
条
）
、
東
拓
、
（
七
－
九
条
）
、
鮮
満
拓
植
（
六
－
八
条
）
、
台
湾
拓
植
（
六
条
）
、
南
洋
拓
植

　
　
　
　
れ
し

　
　
　
は
《
総
裁
又
は
社
長
は
五
年
目
理
事
四
年
、
監
事
二
年
で
あ
っ
だ
。
之
に
対
し
て
商
法
と
同
じ
で
あ
っ
た
の
は
、
日
本
無
線
電
信
（
同
会
社
法
二

　
　
　
三
条
）
、
日
本
製
鉄
（
同
法
一
〇
条
）
な
ど
で
あ
乃
（
省
お
、
こ
の
詳
細
は
、
拙
著
「
独
裁
主
義
株
式
会
社
法
論
」
六
五
一
六
九
頁
の
表
参
照
）
。

　
　
　
　
而
し
て
、
こ
の
如
く
、
総
裁
（
社
長
）
、
副
総
裁
（
副
社
長
）
・
と
理
事
の
任
期
を
異
に
し
て
、
前
者
を
通
例
を
年
と
い
う
如
く
長
期
化
し
て
い

　
　
　
る
の
は
、
そ
の
任
命
が
政
府
で
あ
り
、
一
般
理
事
は
多
く
は
株
主
総
会
の
推
薦
者
の
申
か
ら
政
府
任
命
と
し
て
居
り
、
而
も
こ
の
種
の
特
殊
会
社

　
　
　
で
は
、
別
に
記
し
た
よ
う
に
、
企
業
の
代
表
権
限
は
、
総
裁
副
総
裁
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
理
事
長
機
関
に
限
定
さ
れ
、
　
一
般
理
事
は
、
そ
の
理
事
長

　
　
　
機
関
の
下
に
於
け
る
業
務
分
担
者
に
止
ま
る
こ
と
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
省
お
、
厄
最
近
の
立
法
に
な
る
特
殊
会
社
、
特
殊
企
業
に
つ
い
て
之
を
見
れ
ば
「
日
本
銀
行
法
」
（
昭
和
一
七
年
法
六
七
暑
）
で
は
、
役
員
を
総

　
　
　
裁
副
総
裁
各
一
名
逃
理
事
三
人
以
上
、
監
事
二
人
以
上
噛
参
与
若
干
名
と
し
（
同
法
一
四
条
）
、
総
裁
・
副
総
裁
は
政
府
任
命
で
任
期
五
年
・
理
　
6
9

　
　
　
事
は
馨
皐
嚢
申
よ
重
詰
臣
任
命
と
し
て
四
年
・
監
事
は
主
甚
平
任
命
で
循
三
年
・
参
与
は
・
金
肇
煮
肇
人
・
議
叢
働
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臣

　
　
　
者
中
よ
り
主
務
大
臣
任
命
で
、
任
期
一
年
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
即

　
　
　
　
叉
「
日
本
開
発
銀
行
法
」
（
同
二
六
年
法
一
σ
八
号
）
で
は
、
役
員
と
し
て
総
裁
、
副
総
裁
各
－
一
名
、
理
事
七
人
以
内
、
監
事
二
人
以
内
、
及

4

●

●
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び
参
与
五
人
嫉
内
を
お
く
が
（
同
法
十
条
）
、
総
裁
、
副
総
裁
及
び
監
事
は
内
閣
総
理
穴
臣
が
任
命
し
、
理
事
、
参
与
は
総
裁
が
任
命
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
0
，

と
し
で
い
る
（
同
権
二
条
）
、
任
期
は
総
裁
、
副
総
裁
、
，
理
事
及
び
監
事
は
四
年
、
参
与
塗
年
と
し
て
い
る
二
、
三
条
）
。
や
は
り
総
裁
に
集
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可

中
主
義
で
、
唯
参
与
は
総
裁
の
諮
問
機
関
で
あ
吻
、
意
見
具
申
の
権
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
（
同
＋
一
条
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
G

　
更
に
国
民
金
融
金
庫
法
（
朴
”
四
年
法
四
九
号
）
で
は
、
役
員
は
総
裁
、
副
総
裁
各
一
人
、
理
事
四
人
及
び
監
事
二
入
を
お
く
と
し
（
同
法
＋
一
　
2
2

条
）
、
総
裁
及
び
監
事
は
国
争
金
融
審
議
会
（
同
法
十
条
以
下
）
の
推
薦
に
も
と
つ
ぎ
、
内
閣
の
承
認
を
得
て
大
蔵
太
臣
が
任
命
す
る
が
、
副
総

裁
、
理
事
は
総
裁
が
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
任
命
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
十
三
条
）
。
そ
の
任
期
は
凡
て
四
年
と
し
て
い
る
（
＋
四
条
）
。

　
「
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
」
（
廿
八
年
法
一
三
八
号
）
で
は
、
役
員
と
し
て
、
総
裁
…
人
、
理
事
四
人
以
内
及
び
監
事
二
人
以
内
を
置
き
（
同

法
九
条
）
、
総
裁
及
び
監
事
は
主
務
大
臣
が
内
閣
の
承
認
を
得
て
任
命
す
る
も
の
と
し
（
一
一
条
一
項
）
、
理
事
は
総
裁
が
主
務
大
臣
の
認
可
を
得

て
任
命
す
る
も
の
と
す
る
（
同
条
二
項
）
。
任
期
は
共
に
四
年
と
す
る
（
一
一
一
条
）
。

次
に
百
本
国
有
鉄
道
公
社
」
（
乱
丁
…
ご
年
法
二
甲
九
轟
ハ
ロ
写
）
で
は
、
監
理
委
員
会
（
五
名
）
が
お
か
れ
て
、
公
社
の
業
務
運
営
を
指
導
統
制
す
る

権
限
ど
責
任
が
与
え
ら
れ
．
で
い
る
が
（
九
条
一
〇
条
）
、
役
員
は
総
裁
及
び
副
総
裁
各
一
人
置
そ
わ
に
理
事
を
お
く
だ
け
で
、
　
（
一
八
条
）
、
，
監
事

の
制
度
が
な
．
い
。
そ
し
て
そ
の
選
任
は
総
裁
は
監
理
委
員
会
の
推
薦
し
た
者
に
つ
き
内
閣
が
任
命
し
、
副
総
裁
は
監
理
委
員
会
の
岡
意
を
得
て
総

裁
が
任
命
し
、
理
事
は
総
裁
が
任
命
す
る
（
二
〇
条
）
。
任
期
は
、
総
裁
及
び
副
総
裁
は
四
年
と
す
る
（
二
〇
条
五
項
）
。
理
事
に
つ
い
て
は
明
回

し
な
い
。

　
「
ぼ
本
專
売
公
社
臨
（
一
一
三
年
法
二
五
五
号
）
で
は
、
諮
，
問
機
関
と
し
て
「
專
亮
事
業
審
議
会
」
を
お
き
、
役
員
と
し
て
総
裁
、
副
総
裁
各
州

入
、
理
事
五
人
以
上
、
監
事
二
人
以
上
と
し
（
一
〇
条
）
、
総
裁
と
監
事
は
前
記
の
審
議
会
の
推
薦
に
も
と
づ
き
大
藏
大
臣
任
命
と
す
る
が
、
副

総
裁
及
び
理
事
、
は
総
裁
が
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
任
命
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
…
二
条
）
。
　
任
期
は
、
総
裁
、
副
総
裁
四
年
と
す
る
。

　
「
H
拳
電
信
電
話
公
社
」
（
二
七
年
法
二
五
〇
暑
）
で
は
．
そ
の
業
務
の
建
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
決
定
す
る
機
関
と
し
て
経
営
委
員
会
（
両

議
院
の
同
意
を
得
て
内
閣
任
命
の
委
員
五
名
及
び
職
務
上
当
然
就
任
の
特
別
委
員
二
人
）
、
が
あ
り
（
九
条
・
i
一
入
条
）
、
役
員
と
し
て
は
、
総
裁
・
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及
び
副
総
裁
各
一
人
、
・
理
事
五
人
以
上
十
人
以
下
を
お
く
（
一
九
条
）
、
，
総
裁
及
び
副
総
裁
は
、
経
営
委
員
会
の
同
意
を
得
て
内
閣
任
命
（
二
」

　
　
条
一
項
）
理
事
は
総
裁
が
任
命
す
る
（
同
条
三
項
）
。
そ
の
任
期
は
、
総
裁
、
副
総
裁
は
四
年
、
理
事
は
二
年
と
し
て
い
る
（
同
条
四
項
〉
。

　
　
　
　
以
上
に
対
し
て
可
　
終
戦
後
の
創
設
に
か
エ
る
特
殊
会
社
で
は
、
先
づ
、
「
日
本
電
源
開
発
株
式
会
社
」
（
二
七
年
法
二
八
三
暑
電
源
開
発
促
進

　
　
　
法
）
で
は
、
役
員
と
し
て
、
総
裁
及
び
副
総
裁
各
一
人
、
理
事
五
人
以
内
、
監
事
二
人
を
お
く
（
一
八
条
）
、
そ
し
て
総
裁
及
び
副
総
裁
、
理
事

　
　
　
及
び
監
事
は
蔵
主
総
会
の
意
見
を
ぎ
、
、
’
内
閣
が
任
命
す
る
（
二
〇
条
）
。
　
任
期
は
、
総
裁
、
副
総
裁
、
理
事
は
二
年
、
監
事
】
年
と
す
る
（
二

　
　
　
一
条
）
。
即
ち
一
般
会
社
法
と
同
じ
で
あ
り
、
且
つ
監
事
は
会
計
を
監
査
す
る
の
み
で
あ
る
（
一
乳
条
四
項
）
。

　
　
　
　
家
に
「
国
際
電
信
電
話
株
式
会
社
」
，
（
二
七
年
法
三
〇
一
号
）
で
は
A
　
そ
の
役
員
に
つ
い
て
、
特
別
の
制
度
を
お
か
す
、
取
締
役
と
監
査
役
の

　
　
　
選
任
及
び
解
任
の
決
議
は
、
他
の
重
要
事
項
、
（
定
款
変
更
、
利
益
金
処
分
、
合
併
解
散
決
議
）
と
共
に
、
郵
政
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、

　
　
　
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
だ
け
で
あ
る
・
（
一
一
条
）
。

（
一
三
）
例
え
ば
、
独
一
九
三
七
年
の
株
式
法
の
監
査
役
の
任
期
は
、
正
確
に
は
自
由
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
が
、
選
挙
の
営
業
年
度
を
加
え
す
に
続
く

　
　
　
四
営
業
年
度
と
す
る
も
の
が
一
般
の
よ
5
で
、
取
締
役
乏
同
任
期
の
も
の
も
生
す
る
（
同
法
八
七
条
）
。

（
一
四
）
　
例
え
ば
・
日
奉
の
改
正
前
の
商
法
（
改
正
前
法
二
五
六
条
－
取
締
役
三
年
一
及
び
二
七
三
条
i
監
査
役
二
年
i
）
も
、
改
正
法
（
改
正
法
二
五

　
　
・
六
条
一
項
一
取
締
役
二
年
一
二
七
三
条
－
監
査
役
一
年
i
）
も
、
差
を
設
け
て
居
り
、
前
記
特
殊
会
社
、
営
団
な
ど
で
も
、
　
一
般
に
取
締
役
よ
り

　
　
　
短
期
と
し
て
い
る
。
又
瑞
西
債
務
法
も
取
締
役
六
年
に
、
監
査
役
五
年
で
一
あ
る
な
ど
が
、
こ
の
例
で
あ
る
。

（
一
五
）
　
例
え
ば
改
正
前
及
び
改
正
後
の
日
本
商
法
は
、
株
式
会
社
の
取
締
役
よ
り
は
監
査
役
の
任
期
に
つ
い
て
、
各
一
ケ
年
縮
め
て
取
締
役
二
年
（
但

　
　
　
E
し
設
立
最
初
の
取
締
役
は
一
年
）
、
監
査
役
一
年
忌
し
て
い
る
（
商
二
五
六
条
二
項
、
二
七
三
条
）
。
’

（
コ
ハ
）
　
反
対
に
長
く
す
る
も
の
は
、
立
法
例
で
は
な
い
が
、
日
本
学
術
振
興
套
経
営
問
題
委
員
会
の
、
皆
式
会
社
制
の
改
正
要
綱
で
は
、
取
締
役
の
任

　
　
　
期
を
二
年
と
し
、
監
査
役
の
そ
れ
を
三
年
・
と
せ
よ
と
提
案
し
て
い
る
（
高
瀬
博
士
編
「
新
会
社
法
と
会
社
経
営
」
五
－
六
頁
）
。

　
　
　
　
そ
の
理
由
は
、
監
査
役
の
責
任
と
権
限
の
重
要
性
に
鑑
み
、
寧
ろ
こ
の
監
査
役
の
地
位
を
確
立
し
安
定
さ
せ
る
意
味
で
、
任
期
を
取
締
役
よ
り

23　（1●7i）71

＼



論説

　
　
　
長
期
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
同
書
一
五
頁
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
7
2

（
一
七
）
　
こ
の
意
味
で
、
常
任
で
は
な
い
検
査
役
が
h
比
較
的
信
頼
で
き
る
検
査
が
期
待
で
き
る
と
目
さ
れ
る
が
、
私
は
こ
れ
は
常
任
、
非
常
任
で
は
な
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
餌

　
　
　
く
、
部
外
者
（
辮
護
士
、
公
認
会
計
士
等
）
で
あ
る
こ
と
に
、
　
よ
り
多
く
因
る
も
の
と
考
え
る
。
　
部
内
者
で
あ
る
以
上
、
　
そ
の
任
期
の
長
短
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
　
　
ど
は
、
し
か
く
重
大
な
相
異
を
来
す
も
の
で
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

（
一
入
）
　
上
記
註
一
六
に
示
し
た
立
法
例
な
ど
は
、
こ
の
半
揚
に
立
つ
も
の
で
あ
る
Q

（
一
九
）
　
拙
著
「
独
裁
主
義
株
式
会
祉
法
論
」
一
八
七
頁
以
下
、
拙
稿
「
企
業
の
監
督
機
権
…
論
」
法
政
研
究
一
八
巻
四
号
二
四
頁
以
下
参
照
。

（
二
〇
）
　
例
え
ば
、
わ
が
国
の
昭
和
二
五
年
五
月
の
商
法
改
正
以
前
の
法
で
は
、
株
主
総
会
に
任
意
に
解
任
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
唯
そ
加
に
よ
っ
て
取
締

　
　
　
役
に
不
測
の
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
の
損
害
賠
償
に
任
ず
べ
き
も
の
と
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
（
改
正
前
商
法
二
五
七
条
一
項
）
。
　
こ
れ
は

　
　
　
監
査
役
に
つ
い
て
も
、
準
用
し
て
い
る
か
ら
同
檬
で
あ
る
（
商
法
二
八
○
条
）
。

（
二
一
）
　
特
に
改
正
法
の
よ
う
に
、
取
締
役
の
権
限
を
強
化
し
た
場
合
に
は
、
解
任
で
き
な
く
て
は
、
ど
ん
な
不
都
合
も
救
え
得
な
く
な
る
。
ア
メ
リ
カ

　
　
　
で
は
、
特
に
信
託
関
係
と
し
て
、
重
視
し
て
い
ろ
。

（
一
＝
一
）
　
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
（
取
締
役
を
任
期
の
途
中
で
解
任
す
る
こ
と
は
、
取
締
役
に
犯
罪
的
行
為
そ
の
他
、
著
し
い
違
法
行
爲
が
な
い
限

　
　
　
り
行
い
得
な
い
も
の
と
し
て
い
る
が
（
じ
口
器
冨
再
ぎ
。
℃
O
爵
O
o
壱
。
鎚
江
。
器
し
⑩
参
。
．
b
。
噛
）
、
わ
が
国
で
も
、
昭
和
二
五
年
の
改
正
法
で
は
、

　
　
　
取
，
締
役
の
解
任
の
決
議
条
件
を
、
特
別
多
数
決
を
以
て
す
る
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
要
す
る
も
の
と
し
て
（
商
法
二
五
七
条
二
項
）
、
特
に
愼

　
　
　
重
、
困
難
化
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
法
の
系
列
に
徹
っ
た
も
の
と
言
い
得
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
実
は
、
そ
の
任
期
の
長
短
と
も
霧
接

　
　
　
な
関
係
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
法
は
取
締
役
の
任
期
を
一
年
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
が
国
は
三
年
か
ら
二
年
と
短
縮
し
た
こ
と
に
関
連
℃
て
考

　
　
　
え
る
な
ら
ば
、
現
行
法
の
態
度
も
一
応
適
当
か
と
考
え
ら
れ
る
Q

（
二
三
）
　
荷
お
、
こ
①
除
名
又
は
業
務
執
行
権
・
代
表
権
の
喪
失
宣
告
に
つ
い
て
は
、
共
通
原
因
の
も
の
が
、
数
名
存
す
る
場
合
の
取
扱
な
ど
、
多
く
の

　
　
　
問
題
が
あ
る
が
、
詳
論
を
省
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，



ノ

、

ひ
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（
二
四
）
　
例
え
ば
改
正
日
本
商
法
で
は
、
株
主
の
こ
の
種
の
権
限
行
使
の
条
件
と
し
て
、
多
く
は
「
六
月
前
ヨ
リ
引
続
キ
株
式
ヲ
有
ス
ル
株
主
」
と
し
て

　
　
　
い
る
の
は
、
こ
の
例
と
見
る
べ
き
で
あ
る
（
例
え
ば
二
三
七
条
、
二
六
七
条
、
二
七
二
条
、
二
八
○
条
、
四
二
六
条
な
ど
）
Q

　
　
　
　
柔
、
名
義
書
換
停
止
期
間
の
認
容
は
、
株
主
総
会
の
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
少
↑
と
も
そ
の
停
止
始
期
に
、
株
主
名
簿
上
株
主
で
あ
っ
た

　
　
　
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
（
改
正
商
法
二
二
四
条
の
二
）
。
　
し
か
し
そ
の
後
、
譲
渡
そ
の
他
で
株
主
で
な
く
な
っ
た
揚
合
に
、
之
を
行
使
で

　
　
　
き
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
緬
理
か
ら
す
れ
ば
、
之
を
許
す
べ
き
で
な
い
。
し
か
し
之
を
不
適
法
と
す
れ
ば
、
こ
う
レ
た
者
の
参
加
の
株
主
総
会
の

　
　
　
決
議
自
体
に
図
心
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
．
決
議
の
取
消
請
求
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
こ
Σ
に
立
法
論
と
し
て
は
問
題
が
あ
る
よ
5
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

　
　
　
あ
る
。

（
二
五
）
　
即
ち
、
い
わ
ゆ
る
議
決
権
信
託
の
制
度
は
、
こ
れ
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
わ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
企
業
蓮
営
上

　
　
　
の
変
化
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
之
を
許
さ
な
い
と
す
る
立
法
も
あ
る
わ
け
で
、
現
に
改
正
商
法
二
三
九
条
四
項
が
、
代
理
権
の

　
　
　
授
与
を
総
会
侮
に
之
を
為
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
こ
0
議
決
権
信
託
の
制
を
排
す
る
意
味
と
、
株
主
の
議
決
権
行
使
の
権
限
尊
重
の
趣
旨
に

　
　
　
因
る
も
の
と
見
得
ろ
。

　
　
　
　
　
こ
の
制
度
は
、
特
に
金
融
機
関
に
よ
る
企
業
支
配
の
不
当
拡
大
を
防
止
す
る
意
義
を
有
し
、
独
の
嚇
九
三
七
年
の
株
式
法
で
も
特
に
制
限
さ

　
　
　
れ
（
同
法
…
一
四
条
四
項
）
、
わ
が
国
の
二
五
年
の
改
正
で
も
、
こ
れ
が
特
に
行
わ
れ
た
の
は
、
財
閥
解
体
、
独
占
体
分
断
の
政
策
と
一
、
連
の
つ

　
　
　
な
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
点
を
特
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
開
会
頻
度
の
問
題

　
上
記
の
任
期
の
問
題
と
反
対
に
、
こ
れ
は
非
常
置
機
関
に
つ
い
て
の
み
存
す
る
問
題
と
な
る
。
即
ち
非
常
置
機
関
で
あ
る
か
ら
、
一
定

の
日
時
を
指
定
し
、
　
扁
定
の
場
所
に
招
集
成
立
す
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
。
　
而
し
て
こ
の
種
の
機
関
で
は
、
　
一
般
に
定
時
の
も
の

を
、
臨
時
の
も
の
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
に
は
、
そ
の
予
め
定
め
ら
れ
た
時
期
に
開
催
さ
れ
る
も
の
が
、
定
時
総
会
で
、
石
う
で
な
い

’
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臨
を
臨
時
与
る
姪
歓
は
寧
ろ
株
主
総
A
試
・
社
員
総
会
奮
に
つ
い
て
は
・
そ
れ
の
み
で
は
な
く
・
そ
の
附
議
さ
れ
る
べ
き
彊
に

因
っ
て
定
時
と
臨
時
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
解
す
る
も
の
で
あ
准
の
即
ち
定
時
総
会
は
、
そ
の
企
業
の
決
算
書
類
の
承
認
を
附
議
す

る
総
会
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
尚
お
㍉
↓
般
に
定
時
総
会
で
は
、
そ
の
企
業
の
代
表
機
関
又
は
執
行
機
関
に
よ
っ
て
の
み
招
集
さ
れ
る

が
、
臨
時
総
会
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
権
限
者
の
外
に
、
或
い
は
監
査
機
関
を
加
え
又
は
株
主
な
ど
を
加
え
る
こ
と
を
通
例
と
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
脚
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

と
を
特
記
す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
定
時
総
会
を
上
記
の
よ
う
に
考
え
る
限
り
、
営
業
年
度
を
一
年
と
す
る
も
の
は
、
定
時
総
会
は
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巴

に
一
度
、
「
之
を
前
心
内
営
業
年
度
と
す
る
企
業
で
は
、
　
一
年
忌
二
回
の
定
時
総
会
は
不
可
鮫
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
尚
お
、

臨
時
株
主
総
会
は
、
ど
の
程
度
に
行
わ
れ
て
い
る
か
の
、
実
証
的
研
究
は
不
充
分
で
は
あ
る
が
、
従
来
は
増
資
の
場
合
、
社
債
発
行
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

き
、
定
時
総
会
の
時
期
ま
で
伸
し
得
な
い
と
き
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
・
る
が
、
多
く
の
企
業
で
は
可
及
的
に
之
を
避
け
る
努
力
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

蒲
し
株
主
総
会
招
集
の
手
続
の
繁
雑
と
、
株
主
多
数
の
場
合
の
楚
大
な
招
集
費
用
を
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
新
し
い
「
取
締
役
会
」
も
、
合
議
機
関
と
さ
れ
た
の
で
、
非
常
置
機
関
と
し
て
、
前
記
の
株
主
総
会
な
ど
と
同
謙
に
、
一
定
の
日

蒔
に
招
集
開
会
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
機
関
の
性
質
が
、
企
業
の
経
営
⊥
の
重
要
事
項
を
、
少
数
の
取
・
締
役
の
み
で
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
ち

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
開
会
頻
度
は
自
ら
前
記
株
主
総
会
よ
り
多
く
な
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
取
締
役
会
に
も
、
定

例
と
臨
時
が
あ
り
得
る
が
、
い
つ
れ
の
場
合
で
も
、
そ
の
附
議
事
項
の
性
質
に
よ
る
差
異
は
な
く
、
唯
そ
の
招
集
手
続
と
、
そ
の
開
催
が

予
め
確
定
し
て
い
る
か
否
か
の
区
別
に
よ
る
も
の
に
止
ま
甑
鰐
又
そ
の
頻
度
に
つ
い
て
は
・
従
来
任
音
ハ
機
関
と
し
て
、
わ
が
瞬
の
実
際
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
存
し
た
取
締
役
会
又
は
重
役
会
と
称
さ
れ
距
も
の
の
場
合
よ
り
も
、
ず
つ
乏
少
く
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
乃
。
蓋

し
従
来
の
重
役
会
は
、
社
内
常
勤
の
業
務
分
担
重
役
の
連
絡
会
で
あ
り
、
そ
の
定
足
数
や
議
事
方
。
法
な
ど
に
つ
い
て
は
全
く
自
由
で
、
そ

の
決
議
そ
の
も
の
か
ら
の
責
任
な
ど
を
生
じ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
新
法
に
よ
る
も
の
は
、
こ
の
点
全
く
対
照
的
で
あ
る
上
に
、
実
は
ア

メ
リ
カ
の
罵
O
駿
鮎
。
団
口
寄
①
o
δ
話
の
制
度
の
移
入
で
、
単
に
従
来
の
慣
行
的
に
存
し
た
も
の
制
度
化
と
見
る
べ
き
も
の
で
な
い
か
ら
で
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論説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

　
（
…
○
）

あ
る
。
故
に
、
こ
の
商
法
上
の
取
締
役
会
の
頻
度
は
、
せ
い
ぜ
い
で
月
一
回
又
は
月
二
単
位
で
結
構
で
、
そ
の
他
は
社
内
常
勤
の
取
締
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
コ
…
）

の
み
の
「
常
務
会
」
．
、
又
は
取
締
役
会
内
に
設
け
ら
れ
た
照
門
部
会
の
開
催
の
み
で
充
分
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
例
え
ば
田
中
誠
二
博
士
「
新
会
社
法
論
」
上
巻
二
．
三
〇
頁
、
田
田
耕
太
郎
博
士
「
再
訂
増
補
、
会
社
法
概
論
」
四
六
五
頁
等
参
照
。

　
（
ニ
ゾ
　
拙
稿
「
株
主
総
会
の
議
事
規
則
と
延
会
・
継
続
会
」
研
究
論
集
八
巻
二
・
三
・
四
合
併
号
二
九
一
頁
以
下
、
　
同
見
松
田
二
郎
博
士
「
会
社
蔵
概

　
　
　
　
訟
禰
」
　
一
七
山
ハ
百
以
。

　
（
三
）
傍
え
ば
、
日
本
改
正
前
商
法
三
二
五
条
二
項
、
．
二
三
ハ
条
（
監
査
役
）
、
二
三
七
条
（
少
数
株
主
）
、
有
限
会
社
法
三
七
条
、
改
正
商
法
二
三
七
条

　
　
　
　
　
（
少
数
株
主
）
等
参
照
。

　
〈
四
）
　
即
ち
ア
メ
リ
ガ
は
、
営
業
年
度
を
一
年
と
す
る
も
の
が
多
い
の
で
、
、
定
時
株
主
総
会
は
一
年
一
回
で
あ
る
も
の
が
多
い
が
、
わ
が
国
で
は
一
年
を

　
　
　
　
二
期
の
営
業
年
度
に
分
け
る
も
の
が
多
い
の
で
、
・
そ
う
し
た
企
業
で
は
二
回
で
あ
る
。

　
（
五
）
　
改
正
前
の
日
本
の
商
法
で
は
、
増
資
又
は
社
債
発
行
な
ど
に
よ
っ
て
、
資
金
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
要
し
た
の
で
（
改

　
　
　
　
正
門
商
法
三
四
二
条
、
三
四
八
条
、
二
九
六
条
）
、
　
こ
の
た
め
の
臨
時
総
会
が
頻
々
存
し
た
’
。
し
か
し
他
面
、
例
え
ば
取
締
役
の
定
員
な
ど
を
、

　
　
　
　
何
名
と
明
確
に
規
定
せ
す
、
何
名
以
内
と
す
る
よ
う
な
規
定
の
仕
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
一
、
名
又
は
二
名
位
の
取
締
役
の
死
亡
、
退
任
な
ど

　
　
　
　
が
あ
っ
て
も
、
．
直
ち
に
臨
時
総
会
を
招
集
し
て
、
之
を
補
充
す
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
考
え
、
更
に
そ
の
三
面
補
充
に
つ
い
て
、
延
期
規
定
を
定

　
　
　
　
款
に
定
め
る
も
⑳
が
あ
っ
た
こ
と
噸
ど
は
、
こ
の
避
け
よ
う
と
す
る
努
力
の
…
と
見
得
る
。
．

　
　
（
六
）
　
こ
の
よ
う
な
理
由
と
、
臨
機
応
変
に
敏
速
に
贅
金
獲
得
の
方
途
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
が
、
改
正
法
の
授
権
賛
本
制
採
用
の
意
味
で
あ
り
（
商
二

　
　
　
　
八
○
条
の
二
）
、
社
債
発
行
の
権
を
株
主
総
会
か
ら
、
取
締
役
会
の
決
定
に
移
し
た
理
由
で
も
あ
る
（
商
ご
．
九
六
条
）
。

　
（
七
）
　
し
か
し
、
、
従
来
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
取
締
役
会
の
如
く
、
頻
度
の
高
い
も
の
に
な
る
べ
き
で
は
な
ぐ
、
．
新
制
度
の
取
締
役
会
は
、
性
質
上
少
く

　
　
　
　
　
て
よ
く
、
従
来
の
如
き
も
の
は
、
常
勤
取
締
役
の
み
の
会
合
と
な
．
る
も
の
と
考
え
る
。

　
　
（
八
）
　
多
く
は
定
款
に
電
定
例
取
締
役
会
日
を
定
め
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
招
集
手
続
の
省
略
と
、
取
締
役
員
に
予
め
の
行
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動
予
髭
を
採
ら
せ
る
な
ど
の
便
宜
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
ゆ

（
九
）
　
即
ち
こ
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
取
締
役
会
の
研
究
」
民
商
法
雑
誌
三
巻
六
号
四
六
頁
以
下
参
照
。

（
一
〇
）
　
従
来
存
し
た
も
の
の
制
度
化
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
解
設
す
る
も
の
も
あ
る
が
（
例
え
ば
田
中
誠
、
二
博
士
「
新
会
社
法
論
」
上
巻
ニ
ニ
○
頁
、

　
　
　
松
田
二
郎
博
士
「
会
社
法
概
論
」
　
　
七
三
頁
な
ど
）
、
　
こ
栖
は
全
く
の
誤
り
で
あ
っ
て
A
寧
ろ
大
株
主
会
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
業
務
執
行

　
　
　
上
の
連
絡
協
議
よ
り
は
、
業
務
経
営
上
の
大
方
針
を
、
資
本
提
供
者
的
立
揚
に
立
っ
て
、
又
は
公
益
的
叉
は
も
っ
と
広
い
立
場
か
ら
決
定
し
、
代

　
　
　
表
取
締
役
の
行
動
に
指
令
を
与
え
、
ド
監
督
し
、
．
責
任
を
糾
弾
す
る
役
割
を
持
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
の
実
際
は
、
「
取

　
　
　
締
役
会
長
」
に
は
、
資
本
代
表
的
性
格
の
人
が
歳
任
し
、
社
内
代
表
的
な
も
の
を
「
社
長
」
と
し
て
、
使
い
わ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
十
分
理

　
　
　
解
で
き
る
。

　
　
　
　
こ
の
意
味
で
、
．
わ
が
国
の
新
法
下
に
於
て
は
、
こ
の
立
法
趣
旨
を
置
く
た
め
に
は
、
一
そ
し
て
そ
の
方
が
企
業
経
営
機
構
と
し
て
、
よ
り
適

　
　
　
誰
で
あ
る
と
信
ず
る
故
に
一
、
取
締
役
の
構
成
と
人
員
と
を
再
検
讃
す
る
必
要
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
取
締
役
会
に
は
、
社
外
取
締
役

　
　
　
が
是
非
必
要
・
で
あ
り
、
そ
の
比
重
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
高
宮
晋
氏
「
新
商
法
と
ト
ッ
プ
。
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
！
高
瀬
樽
士
編
「
舞

　
　
　
商
法
と
会
社
経
営
」
＝
一
ご
頁
以
下
そ
の
他
、
経
営
学
者
の
H
般
に
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
。
　
更
に
公
益
事
業
そ
の
他
で
は
、
こ
の
点
が
一

　
　
　
層
緊
要
で
あ
り
、
利
用
者
、
公
益
代
表
の
取
締
役
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
（
拙
稿
「
九
州
地
方
の
企
業
の
民
主
化
」
九
大
産
労
研
究
所
所
報
二

　
　
　
号
五
一
頁
以
下
）
．
Q
　
米
国
で
は
こ
の
，
点
に
配
慮
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
　
一
）
　
門
戸
、
高
宮
晋
氏
「
新
商
法
と
ト
ッ
プ
。
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
（
高
瀬
博
士
編
「
新
会
社
法
と
会
社
経
営
」
一
二
二
頁
参
照
。
　
叉
ア
メ
リ
カ
の

　
　
　
実
情
に
つ
，
い
て
は
ハ
寓
O
冠
O
摯
臼
O
マ
門
戸
畠
”
櫛
σ
R
O
ヨ
O
暮
O
機
σ
q
再
興
冒
鋤
餓
O
出
9
。
葺
α
O
Q
類
音
O
剛
陶
一
詮
r
唱
・
ミ
．

（
一
二
）
　
即
ち
「
常
務
会
」
・
と
い
う
の
は
、
常
勤
の
取
締
役
の
み
を
以
て
構
成
す
る
協
議
会
で
、
．
勿
論
商
法
上
の
正
規
の
取
締
役
会
と
は
異
な
る
。
こ
わ

　
　
　
は
わ
が
圃
で
は
、
絡
戦
後
、
特
に
加
速
度
的
に
増
加
し
た
社
内
取
締
役
（
即
ち
社
員
幽
身
の
取
締
役
）
．
の
支
配
的
多
数
存
在
と
い
う
実
情
か
ら
し

　
　
　
て
重
要
で
あ
り
、
今
の
と
こ
ろ
、
正
規
の
取
締
役
会
を
代
行
す
る
も
の
と
し
て
の
、
馳
実
力
性
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ピ
う
も
た
も
の
が
い
つ
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・
ま
で
も
実
力
を
持
つ
こ
と
は
、
漏
精
に
記
し
た
よ
う
に
、
決
し
て
好
ま
し
い
傾
向
で
は
な
い
。

　
唯
「
專
門
部
会
」
の
制
凌
は
、
別
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
既
述
の
よ
う
に
、
好
ま
し
い
コ
取
締
役
会
」
制
度
に
な
っ
た
揚
合
に
も
、
爪
何
お
、
存
続

す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
活
用
は
工
夫
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
專
門
部
会
、
又
は
常
任
委
員
会
な
ど
と
し
て
、

最
も
多
い
の
は
、
管
理
・
財
務
、
●
監
査
6
投
資
・
給
与
な
ど
で
あ
る
と
さ
わ
る
。
そ
し
て
專
門
的
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
処
理
し
、
取
締
役
会
の

休
会
中
は
、
そ
糾
を
代
行
す
る
権
限
を
持
つ
こ
と
を
通
例
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
（
ヒ
d
巴
冨
馨
ぎ
ρ
O
昌
0
◎
N
℃
o
頃
鋤
鉱
。
旨
の
、
一
詮
①
”
　
づ
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

心
b
。
ご
ゆ
冨
一
撃
b
℃
鷲
巴
ω
言
σ
q
紳
ず
①
ヒ
d
O
鋤
a
O
囲
一
）
窪
①
o
ぎ
鳳
ρ
｝
白
切
幻
．
頬
鋤
昌
・
お
㎝
O
・
　
高
瀬
荘
太
郎
博
士
編
「
新
会
社
法
と
会
社
経
営
」

一
九
〇
頁
以
下
等
参
照
）
。

四
　
結

び

／

　
　
　
以
上
で
、
企
業
機
関
に
於
け
る
常
置
機
関
と
非
常
置
機
関
性
の
相
異
に
因
る
、
法
律
的
諸
問
題
に
つ
い
て
、
現
行
法
の
解
釈
論
的
と
言

　
　
う
よ
り
は
、
比
較
制
度
的
且
つ
立
法
論
的
吟
味
を
、
と
り
わ
け
従
来
余
り
研
討
さ
れ
る
こ
と
の
勘
な
か
っ
た
任
期
の
問
題
、
並
に
開
会
度

　
　
数
の
問
題
を
中
心
に
吟
味
し
た
の
で
あ
る
が
、
尚
お
非
常
置
機
関
の
み
に
存
す
る
招
集
手
続
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
立
法
論
的
に
は
多
く

　
　
，
の
研
討
の
余
地
が
あ
り
、
而
も
そ
の
解
釈
論
再
吟
味
が
比
較
的
多
く
、
．
且
つ
判
例
も
少
く
な
い
割
に
、
と
の
比
較
法
的
且
つ
立
法
論
的
吟

　
　
咲
㎝
が
乏
し
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
吟
味
は
、
相
当
に
大
き
な
幅
を
持
つ
た
め
、
別
の
機
会
に
譲
り
度
い
。

説
　
　
尚
お
、
本
稿
は
、
本
誌
一
二
巻
二
号
（
二
九
年
二
月
発
行
）
所
載
の
「
企
業
機
関
に
於
け
る
分
権
と
集
権
」
と
、
二
∵
巻
三
・
四
合
併

．
論

　
　
号
（
二
九
年
三
月
発
行
）
所
載
の
「
企
業
機
関
忙
於
け
る
独
任
制
と
合
議
制
」
と
、
姉
妹
篇
を
為
す
も
の
で
あ
り
、
筆
者
の
年
来
の
主
張
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で
あ
る
立
法
法
学
の
提
称
の
、
商
法
特
に
企
業
機
関
構
造
に
付
い
て
の
試
み
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
た
い
。
尚
お
、
そ
の
立
法
法

説　
　
学
の
緊
急
性
と
そ
の
意
義
、
目
的
、
そ
の
範
囲
、
方
法
論
な
ど
に
つ
い
て
は
、
勿
論
定
説
も
な
い
が
、
わ
た
く
し
の
試
論
は
、
や
は
り
本

論　
　
誌
一
九
巻
二
号
（
昭
和
二
六
年
一
一
月
発
行
）
所
載
の
「
立
法
法
学
の
必
要
性
」
で
、
述
べ
た
と
と
ろ
で
あ
る
か
ら
、
同
稿
を
参
照
し
て

　
　
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
昭
和
二
九
年
五
月
二
三
臼
記
）
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